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特 殊 な 許 容 応 力 度 及 び 特 殊 な 材 料 強 度 を 定 め る 件 （ 平 成 十 三 年 国 土 交 通 省 告 示 第 千 二 十 四 号 ） 

（ 傍 線 部 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現 行 

建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 ） 第 九 十 四 条 の 規 定 に 基 づ

き 、 木 材 の め り こ み 及 び 木 材 の 圧 縮 材 の 座 屈 の 許 容 応 力 度 、 （ 中 略 ） コ ン ク リ ー

ト 充 填 鋼 管 造 の 鋼 管 の 内 部 に 充 填 さ れ た コ ン ク リ ー ト の 圧 縮 、 せ ん 断 及 び 付 着 の

許 容 応 力 度 、 同 令 第 六 十 七 条 第 一 項 の 国 土 交 通 大 臣 の 認 定 を 受 け た 鋼 材 の 接 合 及

び 同 令 第 六 十 七 条 第 二 項 の 国 土 交 通 大 臣 の 認 定 を 受 け た 継 手 又 は 仕 口 に 係 る 許 容

応 力 度 並 び に 同 令 第 六 十 八 条 第 三 項 の 国 土 交 通 大 臣 の 認 定 を 受 け た 高 力 ボ ル ト 接

合 に 係 る 許 容 応 力 度 （ 以 下 「 特 殊 な 許 容 応 力 度 」 と い う 。 ） 並 び に 同 令 第 九 十 九

条 の 規 定 に 基 づ き 、 木 材 の め り こ み 及 び 木 材 の 圧 縮 材 の 座 屈 の 材 料 強 度 、 集 成 材

等 の 繊 維 方 向 、 集 成 材 等 の め り こ み 及 び 集 成 材 等 の 圧 縮 材 の 座 屈 の 材 料 強 度 、 （

中 略 ） コ ン ク リ ー ト 充 填 鋼 管 造 の 鋼 管 の 内 部 に 充 填 さ れ た コ ン ク リ ー ト の 圧 縮 、

せ ん 断 及 び 付 着 の 材 料 強 度 並 び に 同 令 第 六 十 七 条 第 一 項 の 国 土 交 通 大 臣 の 認 定 を

受 け た 鋼 材 の 接 合 及 び 同 令 第 六 十 七 条 第 二 項 の 国 土 交 通 大 臣 の 認 定 を 受 け た 継 手

又 は 仕 口 に 係 る 材 料 強 度 並 び に 同 令 第 六 十 八 条 第 三 項 の 国 土 交 通 大 臣 の 認 定 を 受

け た 高 力 ボ ル ト 接 合 に 係 る 材 料 強 度 （ 以 下 「 特 殊 な 材 料 強 度 」 と い う 。 ） を そ れ

ぞ れ 次 の よ う に 定 め る 。 

建 築 基 準 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 三 百 三 十 八 号 ） 第 九 十 四 条 の 規 定 に 基 づ

き 、 木 材 の め り こ み 及 び 木 材 の 圧 縮 材 の 座 屈 の 許 容 応 力 度 、 （ 中 略 ） コ ン ク リ ー

ト 充 填 鋼 管 造 の 鋼 管 の 内 部 に 充 填 さ れ た コ ン ク リ ー ト の 圧 縮 、 せ ん 断 及 び 付 着 の

許 容 応 力 度 （ 以 下 「 特 殊 な 許 容 応 力 度 」 と い う 。 ） 並 び に 同 令 第 九 十 九 条 の 規 定

に 基 づ き 、 木 材 の め り こ み 及 び 木 材 の 圧 縮 材 の 座 屈 の 材 料 強 度 、 （ 中 略 ） コ ン ク

リ ー ト 充 填 鋼 管 造 の 鋼 管 の 内 部 に 充 填 さ れ た コ ン ク リ ー ト の 圧 縮 、 せ ん 断 及 び 付

着 の 材 料 強 度 （ 以 下 「 特 殊 な 材 料 強 度 」 と い う 。 ） を そ れ ぞ れ 次 の よ う に 定 め る
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特 殊 な 許 容 応 力 度 及 び 特 殊 な 材 料 強 度 を 定 め る 件 

 
特 殊 な 許 容 応 力 度 及 び 特 殊 な 材 料 強 度 を 定 め る 件 

第 一 特 殊 な 許 容 応 力 度 

一 ～ 十 一 略 

第 一 特 殊 な 許 容 応 力 度 

一 ～ 十 一 略 

十 二 令 第 六 十 七 条 第 一 項 の 国 土 交 通 大 臣 の 認 定 を 受 け た 鋼 材 の 接 合 及 び 令 第  
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六 十 七 条 第 二 項 の 国 土 交 通 大 臣 の 認 定 を 受 け た 継 手 又 は 仕 口 に 係 る 許 容 応 力

度 並 び に 令 第 六 十 八 条 第 三 項 の 国 土 交 通 大 臣 の 認 定 を 受 け た 高 力 ボ ル ト 接 合

に 係 る 許 容 応 力 度 に つ い て 、 国 土 交 通 大 臣 が 令 第 三 章 第 八 節 第 三 款 に 定 め る

数 値 と 異 な る 数 値 を 指 定 し た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 許 容 応 力 度 は 、 そ の 定 め

た 数 値 と す る 。 

第 二 特 殊 な 材 料 強 度 

一 ～ 十 略 

第 二 特 殊 な 材 料 強 度 

一 ～ 十 略 

十 一 令 第 六 十 七 条 第 一 項 の 国 土 交 通 大 臣 の 認 定 を 受 け た 鋼 材 の 接 合 及 び 令 第

六 十 七 条 第 二 項 の 国 土 交 通 大 臣 の 認 定 を 受 け た 継 手 又 は 仕 口 に 係 る 材 料 強 度

並 び に 令 第 六 十 八 条 第 三 項 の 国 土 交 通 大 臣 の 認 定 を 受 け た 高 力 ボ ル ト 接 合 に

係 る 材 料 強 度 に つ い て 、 国 土 交 通 大 臣 が 令 第 三 章 第 八 節 第 四 款 に 定 め る 数 値

と 異 な る 数 値 を 指 定 し た 場 合 に あ っ て は 、 当 該 材 料 強 度 は 、 そ の 定 め た 数 値

と す る 。 

 

第 三 基 準 強 度 

一 ～ 八 略 

第 三 基 準 強 度 

一 ～ 八 略 

  

 


